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規 則  

 

 横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼 務 に 関 す

る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 74 号  

   横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼  

   務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼 務 に 関 す

る 規 則 （ 平 成 20 年 ７ 月 横 浜 市 規 則 第 81 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

 第 ２ 条 中 第 11 号 を 第 13 号 と し 、 第 ５ 号 か ら 第 10 号 ま で を ２ 号 ず つ

繰 り 下 げ 、 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (6)  除 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る  

  も の 等 に 限 る 。 ） の 受 理 及 び 郵 便 等 に よ る 交 付 に 関 す る 事 務  

 第 ２ 条 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (3)  戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る  

  も の 等 に 限 る 。 ） の 受 理 及 び 郵 便 等 に よ る 交 付 に 関 す る 事 務  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 75 号  

   横 浜 市 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規  

   則  

第 １ 条  横 浜 市 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 規 則 （ 平 成 13 年 12 月 横 浜 市  

 規 則 第  111 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ 項 第 12 号 中 「 進 学 準 備 給 付 金 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金

」 に 改 め 、 同 項 第 23 号 を 同 項 第 25 号 と し 、 同 項 第 22 号 中 「 第 17 号

」 を 「 第 18 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 24 号 と し 、 同 項 中 第 21 号 を

第 22 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (23)  法 第 81 条 の ３ の 規 定 に よ る 情 報 の 提 供 、 助 言 等 に 関 す る こ  

   と 。  

  第 1 項 中 第 20 号 を 第 21 号 と し 、 第 15 号 か ら 第 19 号 ま で を １ 号 ず

つ 繰 り 下 げ 、 第 14 号 の ２ を 第 15 号 と す る 。  

  第 ３ 項 第 ６ 号 中 「 第 22 条 第 １ 項 」 を 「 第 22 条 」 に 改 め 、 同 号 を

同 項 第 ７ 号 と し 、 同 項 中 第 ５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と

し 、 第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (4)  法 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 支 援 会 議 の 組 織 に 関 す る こ と  

   。  

第 ２ 条  横 浜 市 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改  

 正 す る 。  

  第 １ 項 中 第 25 号 を 第 26 号 と し 、 同 項 第 24 号 中 「 第 18 号 」 を 「 第

19 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 25 号 と し 、 同 項 中 第 23 号 を 第 24 号 と

し 、 第 16 号 か ら 第 22 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 15 号 の 次 に 次

の １ 号 を 加 え る 。  

  (16)  法 第 55 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に よ る 子 ど も の 進 路 選 択 支 援 事

業 の 実 施 に 関 す る こ と 。  

第 ３ 条  横 浜 市 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  第 １ 項 第 26 号 を 同 項 第 28 号 と し 、 同 項 第 25 号 中 「 第 19 号 」 を 「

第 21 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 27 号 と し 、 同 項 第 24 号 中 「 第 81 条

の ３ 」 を 「 第 81 条 の ４ 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 26 号 と し 、 同 項 中

第 23 号 を 第 25 号 と し 、 第 17 号 か ら 第 22 号 ま で を ２ 号 ず つ 繰 り 下 げ

、 同 項 第 16 号 中 「 第 55 条 の 10 第 １ 項 の 規 定 に よ る 子 ど も の 進 路 選

択 支 援 事 業 」 を 「 第 55 条 の 10 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 事 業 」 に 改 め

、 同 号 を 同 項 第 17 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (18)  法 第 55 条 の 11 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 特 定 被 保 護 者
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に 係 る 通 知 に 関 す る こ と 。  

  第 １ 項 中 第 15 号 を 第 16 号 と し 、 第 ７ 号 か ら 第 14 号 ま で を １ 号 ず

つ 繰 り 下 げ 、 第 ６ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (7)  法 第 27 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 整 会 議 の 組 織 に 関 す る

こ と 。  

  第 ３ 項 第 ３ 号 中 「 第 ２ 項 各 号 」 を 「 第 ２ 項 」 に 改 め 、 「 事 業 の

」 の 次 に 「 実 施 及 び 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 中 、 第 １ 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 ２ 条 の 規 定 は 令 和  

６ 年 10 月 １ 日 か ら 、 第 ３ 条 の 規 定 は 令 和 ７ 年 ４ 月 1 日 か ら 施 行 す る

。  
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 下 水 道 使 用 料 の 徴 収 等 を 水 道 事 業 管 理 者 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 76 号  

   下 水 道 使 用 料 の 徴 収 等 を 水 道 事 業 管 理 者 に 委 任 す る 規 則  

   の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 下 水 道 使 用 料 の 徴 収 等 を 水 道 事 業 管 理 者 に 委 任 す る 規 則 （ 昭 和 43

年 ６ 月 横 浜 市 規 則 第 59 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 本 則 中 「 及 び 徴 収 」 を 「 、 徴 収 及 び 減 免 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 178 号 令和６年９月25日 

7 

 横 浜 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 77 号  

   横 浜 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 規 則 第  103 号 ）  

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 第 ３ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

  た だ し 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て は 、 同 項 の 電 子 情 報 処 理

組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 所 要 の 事 項 を 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も

の と す る 。  

 第 ８ 条 中 第 ３ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  条 例 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 に つ い て は 、 第 １ 項 の 申

請 書 （ こ れ に 添 付 す べ き 図 書 等 を 含 む 。 ） が 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的

方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き

な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い う 。 ） で 作 成 さ れ て い る 場 合 に は 、

市 長 の 定 め る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う こ と が

で き る 。  

 第 34 号 様 式 表 面 中 「 正 副 ２ 部 」 を 「 書 面 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、

正 副 ２ 部 」 に 、 「 副 本 の 返 却 」 を 「 確 認 の 通 知 （ 副 本 の 返 却 ） 」 に

改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 78 号  

   横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 次 条 第 ４ 号 の 規 定 に 該 当 す る 」 を 「 次 条  

第 ４ 号 ア に 該 当 し な い 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (3)  次 条 第 ２ 号 の 営 業 所 ご と に 選 任 す る こ と と な る 全 て の 排 水 設

備 工 事 責 任 技 術 者 （ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。 以 下 「

責 任 技 術 者 」 と い う 。 ） に 係 る 次 に 掲 げ る 証 明 書  

  ア  神 奈 川 県 下 水 道 協 会 が 実 施 す る 下 水 道 排 水 設 備 工 事 責 任 技  

   術 者 試 験 に 合 格 し た こ と を 示 す 証 明 書 （ 有 効 期 間 内 の も の に  

   限 る 。 ） の 交 付 を 受 け て い る 者  

  イ  神 奈 川 県 下 水 道 協 会 が 実 施 す る 講 習 で 市 長 が 指 定 す る も の  

   の 課 程 を 修 了 し た こ と を 示 す 証 明 書 （ 有 効 期 間 内 の も の に 限  

   る 。 ） の 交 付 を 受 け て い る 者  

 第 ３ 条 中 「 各 号 に 」 を 「 い ず れ に も 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 を 次 の  

よ う に 改 め る 。  

 (2)  営 業 所 ご と に 責 任 技 術 者 を １ 人 以 上 選 任 し て い る こ と 。 た だ

し 、 神 奈 川 県 内 に お け る 他 の 営 業 所 に つ い て 兼 任 さ せ る こ と を

妨 げ な い 。  

 第 ３ 条 第 ４ 号 ア 中 「 成 年 被 後 見 人 若 し く は 被 保 佐 人 又 は 破 産 者 で  

」 を 「 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 」 に 改 め 、 同 号 エ 中 「 又 は 」 を  

削 り 、 「 ウ ま で 」 を 「 エ ま で 」 に 改 め 、 同 号 エ を 同 号 オ と し 、 同 号  

ウ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  エ  精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 排 水 設 備 の 新 設 等 の 工 事 等 の 業 務

を 適 正 に 実 施 す る に 当 た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通

を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者  

 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 、 第 10 号 及 び 第 12 号 中 「 専 属 の 」 を 削 る 。  

 第 ８ 条 第 １ 項 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 項 第 ５ 号 中 「 専 属 の 」 を 削

り 、 同 項 中 第 ６ 号 を 削 り 、 第 ７ 号 を 第 ６ 号 と す る 。  

 第 10 条 第 １ 項 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 ３ 条 第 ２ 号

ア 」 を 「 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 ア 」 に 改 め る 。  

 第 １ 号 様 式 (1) 中  

「  

 備    考    

                             」  
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を  

「  

 備    考   

 以 下 の 内 容 を 確 認 の 上 、 □ 内 に レ 印 を 記 入 し て く だ さ い 。  

□  申 請 者 （ 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、 代 表 者 そ の 他 の 役 員 ）  

 は 、 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 排 水 設 備 の 新 設 等 の 工 事 等 の  

 業 務 を 適 正 に 実 施 す る に 当 た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び 意  

 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 に 該 当 し な い こ と を  

 誓 約 し ま す 。  

                             」  

に 改 め 、 同 様 式 (3) 中 「 専 属 の 」 を 削 る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 排 水 設

備 指 定 工 事 店 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 は 、 な お

当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  358 号  

   公 共 下 水 道 の 供 用 開 始  

 次 の と お り 公 共 下 水 道 の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

排 水 施

設 の 方

式  

下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら

な い 区 域  

供 用 開 始

年 月 日  

合 流 式   磯 子 区 日 坂 下 町 の 一 部  

 港 北 区 日 吉 四 丁 目 及 び 師 岡 町 の 各 一 部  

令 和 ６ 年

９ 月 25 日  

分 流 式   港 南 区 芹 が 谷 五 丁 目 の 一 部  

 旭 区 金 が 谷 一 丁 目 、 四 季 美 台 、 中 希 望 が

丘 及 び 東 希 望 が 丘 の 各 一 部  

 港 北 区 岸 根 町 、 小 机 町 及 び 篠 原 町 の 各 一

部  

 緑 区 西 八 朔 町 の 一 部  

 戸 塚 区 俣 野 町 の 一 部  

 瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 及 び 宮 沢 二 丁 目 の 各 一

部  
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横 浜 市 告 示 第  359 号  

   終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 開 始  

 次 の と お り 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 区 域 を

所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

終 末 処 理 場

の 名 称  

終 末 処 理 場

の 位 置  

終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処

理 を 開 始 す る 区 域  

処 理 開 始

年 月 日  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 北

部 第 一 水 再

生 セ ン タ ー  

鶴 見 区 元 宮

二 丁 目 ６ 番

１ 号  

 港 北 区 日 吉 四 丁 目 及 び 師

岡 町 の 各 一 部  

令 和 ６ 年

９ 月 25 日  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 南

部 水 再 生 セ

ン タ ー  

磯 子 区 新 磯

子 町 39 番 地  

 磯 子 区 坂 下 町 の 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 港

北 水 再 生 セ

ン タ ー  

港 北 区 大 倉

山 七 丁 目 40

番 １ 号  

 港 北 区 岸 根 町 、 小 机 町 及

び 篠 原 町 の 各 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 都

筑 水 再 生 セ

ン タ ー  

都 筑 区 佐 江

戸 町 25 番 地  

 旭 区 金 が 谷 一 丁 目 、 四 季

美 台 、 中 希 望 が 丘 及 び 東 希

望 が 丘 の 各 一 部  

 緑 区 西 八 朔 町 の 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 西

部 水 再 生 セ

ン タ ー  

戸 塚 区 東 俣

野 町  231 番

地  

 戸 塚 区 俣 野 町 の 一 部  

 瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 及 び 宮

沢 二 丁 目 の 各 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 栄

第 二 水 再 生

セ ン タ ー  

栄 区 長 沼 町

82 番 地  

 港 南 区 芹 が 谷 五 丁 目 の 一

部  
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横 浜 市 告 示 第  360 号  

   公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 の 変 更  

 金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁 目 の 一 部 に お け る 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方

式 を 、 分 流 式 か ら 合 流 式 に 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  492 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 安 善 町 ２ 丁 目 ３ 番 の ４ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  そ の 他  

  こ の 公 告 に よ り 指 定 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 は 、 土 壌 汚 染 対

策 法 施 行 規 則 （ 平 成 14 年 環 境 省 令 第 29 号 ） 第 58 条 第 ５ 項 第 12 号 に

該 当 す る 。  
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横 浜 市 公 告 第  493 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 大 黒 町 20 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合

物 、 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  494 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  瀬 谷 区 瀬 谷 町  5,645 番 、  5,646 番 、  7,661 番 及 び 無 番 地 並 び に

旭 区 上 川 井 町  3,350 番 、  3,352 番 、  3,353 番 、  3,437 番 の １ 、 3,  

488 番 及 び  3,498 番 の 各 一 部 （ 別 図 の と お り ）  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合  

 物  
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横 浜 市 公 告 第  495 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

６ 年 ６ 月 横 浜 市 公 告 第  335 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  磯 子 区 新 磯 子 町 27 番 の 14 の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  496 号  

   事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 38

条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 中 外 製 薬 株 式 会 社  横 浜 研 究 拠 点 プ ロ ジ

ェ ク ト に 係 る 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  497 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称  代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

令 和 ６ 年

６ 月 22 日  

30568  株 式 会 社 由

貴 工 務 店  

小  林  晃  一  (新) 川 崎 市 川 崎  

区 浜 町 ２ 丁 目  

15 番 １ 号  

(旧) 川 崎 市 川 崎  

区 浜 町 ４ 丁 目  

16 番 ８ 号  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

00534  横 浜 エ コ ハ

ウ ス 株 式 会

社  

(新) 由  井  健  太  保 土 ケ 谷 区 初  

音 ケ 丘 12 番 14  

号  
(旧) 飯  島  雅  人  

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日  

30510  ラ ン ド ブ ー

ス タ ー 株 式

会 社  

(新) 由  井  健  太  保 土 ケ 谷 区 初  

音 ケ 丘 12 番 14  

号  
(旧) 澤  山  友  浩  
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横 浜 市 公 告 第  498 号  

   建 築 協 定 の 認 可  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 73 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 藤 和 フ レ ッ シ ュ タ ウ ン 上 大 岡 建 築 協 定 を 認 可 し た 。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 公 告 第  499 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ９ 月 20 日 第 2023 開 1711 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  川 崎 市 宮 前 区 土 橋 ２ 丁 目 ６ 番 地 の 17  

  株 式 会 社 成 建  

   代 表 取 締 役  常  盤  孝  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 た ち ば な 台 二 丁 目 ６ 番 の ３ 、 ６ 番 の 20 、 ６ 番 の 21 の 一 部

及 び ６ 番 の 22  
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横 浜 市 公 告 第  500 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 10 月 27 日 第 2023 開 1313 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 川 上 町 88 番 地 の １  

  テ ィ ・ ワ ー ク ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  二  村  淳  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 川 上 町  486 番 の ６ 、  486 番 の 42 及 び  486 番 の 43 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  501 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 11 月 27 日 第 2023 開  204 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  横 須 賀 市 小 川 町 26 番 地 の ９  

  株 式 会 社 建 新  

   代 表 取 締 役  大  口  隆  弘  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  神 奈 川 区 羽 沢 町  1,198 番 の ２ 及 び  1,198 番 の 16 か ら  1,198 番 の

26 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  502 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 12 月 12 日 第 2023 開 1611 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  西 区 北 幸 二 丁 目 ８ 番 ４ 号  

  株 式 会 社 ホ ー ム ラ ン ド  

   代 表 取 締 役  小  野  洋 一 郎  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  泉 区 新 橋 町  1,115 番 の １ 、  1,115 番 の ５ の 一 部 、  1,115 番 の ６

の 一 部 、  1,115 番 の 11 か ら  1,115 番 の 23 ま で 、  1,115 番 の 25 か ら  

 1,115 番 の 30 ま で 及 び  1,135 番 の 14 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  503 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ４ 月 12 日 第 2023 開 1810 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  都 筑 区 池 辺 町  4,315 番 地  

  川 久 保    章  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  都 筑 区 池 辺 町  4,293 番 の １ 、  4,293 番 の ６ 及 び  4,294 番 の １  
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横 浜 市 公 告 第  504 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ５ 月 ７ 日 第 2024 開 1501 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  栄 区 本 郷 台 一 丁 目 12 番 ６ 号  

  三  橋  郷  士  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  栄 区 小 菅 ケ 谷 四 丁 目  124 番 の ８ 、  124 番 の 10 、  124 番 の 33 、 15  

 0 番 の ４ 、  150 番 の ６ 、  153 番 の １ 、  154 番 、  155 番 の １ 及 び 15  

 5 番 の ４  
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横 浜 市 公 告 第  505 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ５ 月 14 日 第 2024 開 1801 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  都 筑 区 仲 町 台 一 丁 目 27 番 ２ 号  

  株 式 会 社 フ ロ ン テ ィ ア ホ ー ム  

   代 表 取 締 役  濱  田    隆  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  都 筑 区 荏 田 東 四 丁 目 41 番 の １ 、 41 番 の 15 及 び 41 番 の 16  
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横 浜 市 公 告 第  506 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ５ 月 23 日 第 2024 開 1302 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  泉 区 和 泉 町  6,183 番 地 の １  

  拓 陵 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  橋  本  正  和  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 矢 部 町  1,248 番 の １ 、  1,248 番 の ４ 、  1,248 番 の ５ 、 1,  

 248 番 の ６ の 一 部 、  1,248 番 の ７ 及 び  1,248 番 の ８  
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横 浜 市 公 告 第  507 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ６ 月 20 日 第 2024 開 1304 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 小 雀 町  2,167 番 地  

  杉  山  辛  造  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 小 雀 町  2,313 番 の １ 及 び  2,313 番 の ２ の 各 一 部 、  2,313  

番 の ７ 、  2,314 番 の 一 部 、  2,315 番 の ２ の 一 部 、  2,315 番 の ３ の

一 部 、  2,316 番 の １ の 一 部 並 び に  2,317 番 の １ の 一 部  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 178 号 令和６年９月25日 

32 

横 浜 市 公 告 第  508 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ４ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 13 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   13.70 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  中 区 本 牧 元 町 17 番 の 10  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 東 横 建 設  

   代 表 取 締 役  樋  口    朗  
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横 浜 市 公 告 第  509 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 11 ・ ７ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 13 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   21.14 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 鳥 山 町  100 番 の １  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 飯 田 産 業  

   代 表 取 締 役  築  地  重  彦  
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横 浜 市 公 告 第  510 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 17 ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 11 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   24.31 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  青 葉 区 荏 田 北 二 丁 目 13 番 の 57  

６  申 請 者 の 氏 名  

  村  田    敦  
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横 浜 市 公 告 第  511 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 37 ・ 16 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 13 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   26.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 南 区 笹 下 七 丁 目  2,878 番 の ２ 地 先 か ら  2,879 番 の ３ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  512 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 2021 ・ 8 ・ 10 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   28.56 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 市 沢 町 81 番 の 13 及 び 94 番 の 19  
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横 浜 市 公 告 第  513 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 34 ・ 97 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 13 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   74.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  磯 子 区 森 が 丘 一 丁 目  1,708 番 の 10 地 先 か ら  1,765 番 の 38 地 先 ま  

 で  
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横 浜 市 公 告 第  514 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 38 ・ 94 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   191.85 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 北 区 篠 原 町  1,158 番 の 67 地 先 か ら  1,158 番 の  111 地 先 ま で 、

篠 原 町  1,158 番 の 98 地 先 か ら  1,158 番 の  105 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  515 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 42 ・ 90 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ 及 び 6.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   174.23 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  青 葉 区 恩 田 町  1,167 番 の 38 地 先 か ら  1,165 番 の  183 地 先 ま で 、  

  1,167 番 の 16 地 先 か ら  1,165 番 の  180 地 先 ま で 、  1,165 番 の  180  

 地 先 か ら  1,165 番 の  183 地 先 ま で 及 び  1,165 番 の  272 地 先 か ら 1,  

 165 番 の  170 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  516 号  

   道 路 法 に 基 づ く 物 件 の 除 却  

 次 の 物 件 は 、 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 32 条 第 １ 項 及 び  

第 43 条 の 規 定 に 違 反 し て 横 浜 市 の 管 理 す る 道 路 に 設 置 さ れ て い る の  

で 、 令 和 ６ 年 10 月 ９ 日 ま で に 除 却 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

 こ の 期 限 ま で に 当 該 物 件 の 除 却 を 行 わ な い と き は 、 同 法 第 71 条 第

３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 道 路 管 理 者 が 当 該 物 件 を 除 却 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  物 件 の 所 在 地 及 び 物 件 の 概 要  

物 件 の 所 在 地  物 件 の 概 要  

保 土 ケ 谷 区 和 田 一 丁 目 21 番 の ７ 付 近 （ 宮 崎

跨 線 橋 下 ）  

木 造 の 構 造

物 及 び 資 材

一 式  

２  問 合 せ 先  

  横 浜 市 保 土 ケ 谷 土 木 事 務 所  

  電 話  045(331)4445 

  フ ァ ッ ク ス  045(335)0531 
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達  

 

達 第 36 号  

                         庁 中 一 般  

 横 浜 市 郵 送 請 求 事 務 セ ン タ ー 規 程 （ 平 成 26 年 １ 月 達 第 １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 第 １ 条 中 第 10 号 を 第 12 号 に 改 め る 。  

 第 ２ 条 中 第 ５ 号 か ら 第 16 号 ま で を ２ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 ４ 号 を 第

５ 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (6)  除 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る  

  も の 等 に 限 る 。 ） の 受 理 及 び 郵 便 等 に よ る 交 付 に 関 す る 事 務  

 第 ２ 条 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (3)  戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る  

  も の 等 に 限 る 。 ） の 受 理 及 び 郵 便 等 に よ る 交 付 に 関 す る 事 務  

   附  則  

 こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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区 告 示  

 

港 南 区 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ６ 年 ９ 月 13 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 日 野 ヶ 丘 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 13 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

齋  藤  幸  雄  

港 南 区 日 野 四 丁 目 15

番 ７ 号  

神  吉  雄  三  

港 南 区 日 野 四 丁 目 28

番 10 号  
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港 南 区 告 示 第 ８ 号 （ 令 和 ６ 年 ９ 月 13 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 日 野 ヶ 丘 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 13 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

神  吉  雄  三  

港 南 区 日 野 四 丁 目 28

番 10 号  

笠  原    純  

港 南 区 日 野 四 丁 目 47

番 13 号  
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区 公 告  

 

青 葉 区 公 告 第  112 号 （ 令 和 ６ 年 ９ 月 11 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 11 日  

              横 浜 市 青 葉 区 長  中  島  隆  雄   

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 37 － 84  

浜  

   横  浜  

令 和 ６ 年 ８ 月 15 日  
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交 通 局  

 

交 通 局 告 示 第 10 号  

   横 浜 市 乗 合 自 動 車 の 運 転 系 統 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 乗 合 自 動 車 の 運 転 系 統 （ 平 成 24 年 ３ 月 交 通 局 告 示 第 ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

 １ 普 通 系 統 の 表 17 の 項 中 、  

「  

17  ア  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス  16.180   循 環  

急 行 運 転  

イ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

流 通 セ ン

タ ー 、 大

黒 海 づ り

公 園  

17.950   循 環  

急 行 運 転  

ウ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス

、 流 通 セ

ン タ ー  

21.230   循 環  

エ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

流 通 セ ン

タ ー  

17.950   循 環  

オ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス

、 流 通 セ

ン タ ー  

21.230   循 環  

急 行 運 転  

                             」  

を 、  

「  

17  ア  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス  16.180   循 環  

急 行 運 転  

イ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス

、 流 通 セ

ン タ ー 、

大 黒 海 づ

り 公 園  

21.560   循 環  

ウ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

流 通 セ ン

タ ー 、 大

黒 海 づ り

公 園  

18.280   循 環  

休 日 の み  
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 エ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス

、 流 通 セ

ン タ ー 、

大 黒 海 づ

り 公 園  

21.560   循 環  

急 行 運 転  

土 曜 の み  

オ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

L8 バ ー ス

、 流 通 セ

ン タ ー  

19.190   循 環  

急 行 運 転  

平 日 の み  

カ  鶴 見 駅 前 ～ 鶴 見 駅

前  

流 通 セ ン

タ ー  

16.630   循 環  

急 行 運 転  

平 日 の み  

                             」  

に 改 め 、 同 表 58 の 項 中 、  

「  

58  ア  磯 子 車 庫 前 ～ 桜 木

町 駅 前  

浜 、 根 岸

駅 前 、 小

港 橋 、 山

下 町  

往  11.780 

復  11.780 

 

イ  磯 子 車 庫 前 ～ 小 港

橋  

浜 、 根 岸

駅 前  

往   7.920 

復   7.920 

 

ウ  磯 子 車 庫 前 ～ み な

と 赤 十 字 病 院  

浜 、 根 岸

駅 前 、 小

港 橋  

往   8.560 

復   8.360 

 

エ  磯 子 車 庫 前 ～ 桜 木

町 駅 前  

浜 、 根 岸

駅 前 、 小

港 橋 、 み

な と 赤 十

字 病 院 、

山 下 町  

往  12.220 

復  12.220 

 

                            」  

を 、  

「  

58  ア  磯 子 車 庫 前 ～ 桜 木

町 駅 前  

浜 、 根 岸

駅 前 、 小

港 橋 、 山

下 町  

往  11.780 

復  11.780 

 

イ  磯 子 車 庫 前 ～ 小 港

橋  

浜 、 根 岸

駅 前  

往   7.920 

復   7.920 

 

ウ  磯 子 車 庫 前 ～ み な

と 赤 十 字 病 院  

浜 、 根 岸

駅 前 、 小  

往   8.560 

復   8.360 
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   港 橋    

エ  磯 子 車 庫 前 ～ 桜 木

町 駅 前  

浜 、 根 岸

駅 前 、 小

港 橋 、 み

な と 赤 十

字 病 院 、

山 下 町  

往  12.220 

復  12.220 

 

オ  根 岸 駅 前 ～ み な と

赤 十 字 病 院  

小 港 橋  往   4.860 

復   4.660 

平 日 の み  

                             」  

に 改 め 、 同 表  101 の 項 中 、  

「  

101 保 土 ケ 谷 車 庫 前 ～

根 岸 駅 前  

浅 間 下 、

港 町 、 間

門  

往  12.850 

復  12.850 

  

                             」  

を 、  

「  

101 ア  保 土 ケ 谷 車 庫 前 ～

根 岸 駅 前  

浅 間 下 、

港 町 、 間

門  

往  12.850 

復  12.850 

  

イ  保 土 ケ 谷 車 庫 前 ～

間 門  

浅 間 下 、

港 町  

11.580   復 路 の み  

ウ  保 土 ケ 谷 車 庫 前 ～

港 町  

浅 間 下   5.850   往 路 の み  

平 日 の み  

                             」  

に 改 め 、 同 表  103 の 項 中 、  

「  

103 ア  本 牧 車 庫 前 ～ 横 浜

駅 前  

本 牧 三 渓

園 入 口 、

旭 台 、 山

元 町 、 日

の 出 町 １

丁 目 、 御

所 山  

往  11.020 

復  10.370 

  

イ  根 岸 台 ～ 横 浜 駅 前  山 元 町 、

日 の 出 町

１ 丁 目 、

御 所 山  

往   7.010 

復   7.660 

 

ウ  根 岸 駅 前 ～ 横 浜 駅  山 元 町 、  往   8.580   
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  前  日 の 出 町

１ 丁 目 、

御 所 山  

復   7.930  

                             」  

を 、  

「  

103 ア  本 牧 車 庫 前 ～ 横 浜

駅 前  

三 溪 園 南

門 入 口 、

旭 台 、 山

元 町 、 日

の 出 町 １

丁 目 、 御

所 山  

往  11.020 

復  10.370 

  

イ  根 岸 台 ～ 横 浜 駅 前  山 元 町 、

日 の 出 町

１ 丁 目 、

御 所 山  

往   7.010 

復   7.660 

  

ウ  根 岸 駅 前 ～ 横 浜 駅

前  

山 元 町 、

日 の 出 町

１ 丁 目 、

御 所 山  

往   8.580 

復   7.930 

  

                             」  

に 改 め 、 同 表  106 の 項 中 、  

「  

106 ア  本 牧 車 庫 前 ～ 境 木

中 学 校 前  

麦 田 町 、

港 町 、 桜

木 町 駅 前

、 高 島 町

、 保 土 ケ

谷 駅 東 口  

往  13.960 

復  14.090 

往 路  

本 牧 原 南

公 園 前 経

由  

復 路  

三 溪 園 入

口 経 由  イ  本 牧 車 庫 前 ～ 境 木

中 学 校 前  

本 牧 市 民

公 園 前 、

麦 田 町 、

港 町 、 桜

木 町 駅 前

、 高 島 町

、 保 土 ケ

谷 駅 東 口  

往  14.500 

復  14.630 

                             」  

を 、  
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「  

106 ア  本 牧 車 庫 前 ～ 境 木

中 学 校 前  

麦 田 町 、

港 町 、 桜

木 町 駅 前

、 高 島 町

、 保 土 ケ

谷 駅 東 口  

往  13.960 

復  14.090 

往 路  

本 牧 原 南

公 園 前 経

由  

復 路  

三 溪 園 入

口 経 由  イ  本 牧 車 庫 前 ～ 境 木

中 学 校 前  

本 牧 市 民

公 園 前 、

麦 田 町 、

港 町 、 桜

木 町 駅 前

、 高 島 町

、 保 土 ケ

谷 駅 東 口  

往  14.500 

復  14.630 

ウ  本 牧 車 庫 前 ～ 横 浜

駅 前  

麦 田 町 、

港 町 、 桜

木 町 駅 前

、 高 島 町  

8.600    復 路 の み  

三 溪 園 入

口 経 由  

エ  桜 木 町 駅 前 ～ 境 木

中 学 校 前  

高 島 町 、

保 土 ケ 谷

駅 東 口  

7.550    往 路 の み  

オ  桜 木 町 駅 前 （ 市 役

所 口 ） ～ 境 木 中 学

校 前  

桜 木 町 駅

前 、 高 島

町 、 保 土

ヶ 谷 駅 東

口  

7.750    復 路 の み  

                             」  

に 改 め 、 同 表  109 の 項 中 、  

「  

109 ア  横 浜 駅 前 ～ ス カ イ

ウ ォ ー ク 前  

山 下 ふ 頭

入 口 、 ス

カ イ ウ ォ

ー ク 入 口

、 L2 バ ー

ス 、 L8 バ

ー ス 、 T3

バ ー ス  

往  15.230 

復  14.990 

急 行 運 転  

イ  横 浜 駅 前 ～ ス カ イ

ウ ォ ー ク 前  

山 下 ふ 頭

入 口  

往  11.120 

復  11.220 

急 行 運 転  
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 ウ  ス カ イ ウ ォ ー ク 前

～ 横 浜 駅 前  

L8 バ ー ス

、 T3 バ ー

ス 、 流 通

セ ン タ ー

、 大 黒 海

づ り 公 園

、 山 下 ふ

頭 入 口  

20.010   急 行 運 転  

復 路 の み  

エ  横 浜 駅 前 ～ 大 黒 海

づ り 公 園  

山 下 ふ 頭

入 口 、 T4

バ ー ス 、

海 づ り 公

園 入 口 、

流 通 セ ン

タ ー 、 C3

バ ー ス  

往  13.710 

復  13.930 

急 行 運 転  

オ  横 浜 駅 前 ～ 大 黒 海

づ り 公 園  

山 下 ふ 頭

入 口 、 大

黒 税 関 前

、 T6 バ ー

ス  

往  12.000 

復  12.600 

急 行 運 転  

カ  横 浜 駅 前 ～ ス カ イ

ウ ォ ー ク 前  

山 下 ふ 頭

入 口 、 大

黒 税 関 前

、 流 通 セ

ン タ ー 、

大 黒 海 づ

り 公 園  

往  16.130 

復  16.730 

急 行 運 転  

キ  横 浜 駅 前 ～ 横 浜 駅

前  

ぴ あ ア リ

ー ナ MM 、

山 下 ふ 頭

入 口 、 L8

バ ー ス 、

流 通 セ ン

タ ー 、 ス

カ イ ウ ォ

ー ク 前  

31.470   一 方 循 環  

ク  横 浜 駅 前 ～ 横 浜 駅

前  

ぴ あ ア リ

ー ナ MM 、

山 下 ふ 頭  

27.350   一 方 循 環  
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   入 口 、 流

通 セ ン タ

ー 、 ス カ

イ ウ ォ ー

ク 前  

  

ケ  横 浜 駅 前 ～ 大 黒 税

関 正 門 前  

L8 バ ー ス  14.510   特 急 運 転  

コ  ス カ イ ウ ォ ー ク 前

～ 横 浜 駅 前  

L8 バ ー ス  15.610   特 急 運 転  

サ  横 浜 駅 前 ～ C3 バ ー

ス  

流 通 セ ン

タ ー  

13.320   特 急 運 転  

シ  大 黒 海 づ り 公 園 ～

横 浜 駅 前  

流 通 セ ン

タ ー  

14.580   特 急 運 転  

                             」  

を 、  

「   

109 ア  横 浜 駅 前 ～ ス カ イ

ウ ォ ー ク 前  

山 下 ふ 頭

入 口 、 ス

カ イ ウ ォ

ー ク 入 口

、 L2 バ ー

ス 、 L8 バ

ー ス 、 T3

バ ー ス  

往  15.230 

復  14.990 

急 行 運 転  

イ  横 浜 駅 前 ～ ス カ イ

ウ ォ ー ク 前  

山 下 ふ 頭

入 口  

往  11.110 

復  11.220 

急 行 運 転  

ウ  ス カ イ ウ ォ ー ク 前

～ 横 浜 駅 前  

L8 バ ー ス

、 T3 バ ー

ス 、 流 通

セ ン タ ー

、 大 黒 海

づ り 公 園

、 山 下 ふ

頭 入 口  

20.340   急 行 運 転  

復 路 の み  

エ  横 浜 駅 前 ～ 大 黒 海

づ り 公 園  

山 下 ふ 頭

入 口 、 T4

バ ー ス 、

海 づ り 公

園 入 口 、

流 通 セ ン  

往  13.890 

復  14.080 

急 行 運 転  
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   タ ー 、 C3

バ ー ス  

  

オ  横 浜 駅 前 ～ 大 黒 海

づ り 公 園  

山 下 ふ 頭

入 口 、 大

黒 税 関 前

、 T6 バ ー

ス  

往  12.150 

復  12.750 

急 行 運 転  

カ  横 浜 駅 前 ～ ス カ イ

ウ ォ ー ク 前  

山 下 ふ 頭

入 口 、 大

黒 税 関 前

、 流 通 セ

ン タ ー 、

大 黒 海 づ

り 公 園  

往  16.460 

復  17.060 

急 行 運 転  

キ  横 浜 駅 前 ～ 横 浜 駅

前  

ぴ あ ア リ

ー ナ MM 、

山 下 ふ 頭

入 口 、 L8

バ ー ス 、

流 通 セ ン

タ ー 、 ス

カ イ ウ ォ

ー ク 前  

31.800   一 方 循 環  

ク  横 浜 駅 前 ～ 横 浜 駅

前  

ぴ あ ア リ

ー ナ MM 、

山 下 ふ 頭

入 口 、 流

通 セ ン タ

ー 、 ス カ

イ ウ ォ ー

ク 前  

27.680   一 方 循 環  

ケ  横 浜 駅 前 ～ 大 黒 税

関 正 門 前  

L8 バ ー ス  14.980   特 急 運 転  

コ  ス カ イ ウ ォ ー ク 前

～ 横 浜 駅 前  

L8 バ ー ス  16.210   特 急 運 転  

サ  横 浜 駅 前 ～ C3 バ ー

ス  

流 通 セ ン

タ ー  

13.890   特 急 運 転  

シ  大 黒 海 づ り 公 園 ～

横 浜 駅 前  

流 通 セ ン

タ ー  

15.300   特 急 運 転  

                             」  
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に 改 め 、 同 表  136 の 項 を 削 り 、 同 表  188 の 項 中 、  

「  

188 ア  上 永 谷 駅 前 ～ 上 永

谷 駅 前  

天 谷 大 橋

、 わ ん ぱ

く 公 園 前

、 野 庭 地

区 セ ン タ

ー ・ ケ ア

プ ラ ザ 前  

5.610    一 方 循 環  

イ  上 永 谷 駅 前 ～ 野 庭

地 区 セ ン タ ー ・ ケ

ア プ ラ ザ 前  

天 谷 大 橋

、 わ ん ぱ

く 公 園 前  

3.710    往 路 の み  

                             」  

を 、  

「  

188 上 永 谷 駅 前 ～ 上 永

谷 駅 前  

天 谷 大 橋

、 わ ん ぱ

く 公 園 前

、 野 庭 地

区 セ ン タ

ー ・ ケ ア

プ ラ ザ 前  

5.610    一 方 循 環  

                             」  

に 改 め 、 同 表 三 井 ア ウ ト レ ッ ト パ ー ク 横 浜 ベ イ サ イ ド 直 行 便 の 項 を

削 り 、 同 表  329 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

「  

341 本 牧 ～ 横 浜 駅 前  本 牧 原 南

公 園 前 、

麦 田 町 、

港 町 、 桜

木 町 駅 前  

8.930    往 路 の み  

                             」  
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交 通 局 告 示 第 11 号  

   地 域 限 定 共 通 １ 日 乗 車 券 の 発 売 の 一 部 改 正  

 地 域 限 定 共 通 １ 日 乗 車 券 の 発 売 （ 令 和 ２ 年 ７ 月 交 通 局 告 示 第 10 号  

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

２  乗 車 券 の 様 式  

  

（ み な と ぶ ら り チ ケ ッ ト  

（ 紙 券 ） ）  

 （ み な と ぶ ら り チ ケ ッ ト  

 ワ イ ド （ 紙 券 ） ）  

  

（ み な と ぶ ら り チ ケ ッ ト  

（ デ ジ タ ル 版 ・ 例 示 ） ）  

左 ： my route  中 央 ： Klook  

右 ： ア ッ ト ヨ コ ハ マ  

 （ み な と ぶ ら り チ ケ ッ ト  

 ワ イ ド （ デ ジ タ ル 版 ・ 例  

 示 ） ）  

 左 ： my route  中 央 ： Klook  

 右 ： ア ッ ト ヨ コ ハ マ  
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（ EX み な と ぶ ら り チ ケ ッ  

ト ）  

 （ 横 浜 １ DAY き っ ぷ ・ 例 示 ）  

 第 ９ 項 第 ２ 号 中 「 管 理 者 が 別 に 定 め る 定 期 券 の 発 売 場 所 （ 」 の 次

に 「 横 浜 駅 お 客 様 サ ー ビ ス セ ン タ ー 、」 を 加 え 、 同 項 第 ３ 号 を 次 の よ

う に 改 め る 。  

 (3)  み な と ぶ ら り チ ケ ッ ト （ デ ジ タ ル 版 ） 及 び み な と ぶ ら り チ ケ  

  ッ ト ワ イ ド （ デ ジ タ ル 版 ）  

   旅 客 が 所 有 す る ス マ ー ト フ ォ ン 等 で 所 定 の 操 作 に よ り 購 入 す  

  る 。  

 第 10 項 第 １ 号 中 「 払 戻 し が で き る 。」 を 「 払 戻 し を 受 け る こ と が  

で き る 。」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 購 入 の 日 か ら  180 日 以 内 に 限 り ア

プ リ 上 で 払 戻 し が で き る 。」 を 「 旅 客 が 所 有 す る ス マ ー ト フ ォ ン 等 で

所 定 の 操 作 に よ り 払 戻 し を 受 け る こ と が で き る 。 た だ し 「 my route 」、

「 ア ッ ト ヨ コ ハ マ 」 は 購 入 の 日 か ら  180 日 以 内 に 限 る 。」 に 改 め る 。  

 別 表 １ の ２ 乗 合 自 動 車 （ 横 浜 市 交 通 局 ） の 表 の  106 の 項 中 、  

「  

106  元 町 → 高 島 町  片 方 向 の み  

高 島 町 → 元 町 ・ 三 溪 園 入 口  片 方 向 の み  

※ 元 町 → 三 溪 園 入

口 間  

途 中 乗 降 無 効  

                            」  

を  

「  

106  元 町 → 高 島 町  片 方 向 の み  

横 浜 駅 前 → 元 町 ・ 三 溪 園 入 口  片 方 向 の み  

※ 元 町 → 三 溪 園 入

口 間  

途 中 乗 降 無 効  

高 島 町 → 桜 木 町 駅 前 （ 市 役 所

口 ）  

片 方 向 の み  

                            」  

に 改 め 、 同 表  328 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

「  

341  元 町 → 横 浜 駅 前  片 方 向 の み  

                            」  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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教 育 委 員 会  

 

 横 浜 市 立 小 学 校 、 横 浜 市 立 中 学 校 及 び 横 浜 市 立 義 務 教 育 学 校 の 通

学 区 域 並 び に 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

横 浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 11 号  

   横 浜 市 立 小 学 校 、 横 浜 市 立 中 学 校 及 び 横 浜 市 立 義 務 教 育    

   学 校 の 通 学 区 域 並 び に 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 に 関 す る 規    

   則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 立 小 学 校 、 横 浜 市 立 中 学 校 及 び 横 浜 市 立 義 務 教 育 学 校 の 通

学 区 域 並 び に 就 学 す べ き 学 校 の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 36 年 ４ 月 横

浜 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 の １ の 表 中 和 田 中 学 校 の 部 中 和 田 小 学 校 の 項 中 「  3,090 番 地

か ら  3,270 番 地 ま で 」 を 「  3,090 番 地 か ら  3,126 番 地 の ４ ま で 、 3,  

127 番 地 か ら  3,135 番 地 ま で 、  3,136 番 地 か ら  3,193 番 地 ま で 、 3,  

194 番 地 か ら  3,200 番 地 ま で 、  3,206 番 地 か ら  3,214 番 地 ま で 、 3,  

219 番 地 、  3,221 番 地 の ７ か ら 11 ま で 、  3,222 番 地 か ら  3,225 番 地

ま で 、  3,227 番 地 か ら  3,233 番 地 の １ ま で 、  3,233 番 地 の ３ 、 3,23  

3 番 地 の ４ 、  3,234 番 地 か ら  3,235 番 地 ま で 、  3,238 番 地 の ２ 、 3,  

238 番 地 の ３ 、  3,244 番 地 の ２ か ら ４ ま で 、  3,245 番 地 の １ 、 3,24  

5 番 地 の ２ 、  3,246 番 地 か ら  3,259 番 地 ま で 、  3,264 番 地 か ら 3,26  

5 番 地 ま で  、  3,269 番 地 の ２ 、  3,270 番 地 の ３ 」 に 改 め 、 「 、 下

飯 田 町  1,552 番 地 、  1,554 番 地 か ら  1,557 番 地 ま で 、  1,558 番 地 の

２ 、  1,558 番 地 の ４ か ら ８ ま で 、  1,559 番 地 の ２ か ら ６ ま で 、 1,57  

0 番 地 か ら  1,574 番 地 ま で 、  1,576 番 地 、  1,578 番 地 、  1,580 番 地

、  1,582 番 地 、  1,584 番 地 か ら  1,587 番 地 ま で 、  1,590 番 地 、 1,59  

1 番 地 、  1,593 番 地 、  1,595 番 地 か ら  1,616 番 地 ま で 、  1,618 番 地

か ら  1,624 番 地 ま で 、  1,626 番 地 か ら  1,630 番 地 ま で 、  1,638 番 地

か ら  1,642 番 地 の ２ ま で 、  1,642 番 地 の ４ 、  1,650 番 地 の ４ 、 1,65  

1 番 地 、  1,652 番 地 、  1,653 番 地 の 13 」 を 「 、 ゆ め が 丘 １ 番 地 か ら

33 番 地 ま で 」 に 改 め 、 同 表 泉 が 丘 中 学 校 の 部 左 欄 中 「  3,090 番 地 か

ら  3,270 番 地 ま で 、  3,344 番 地 の １ か ら  3,344 番 地 の 11 ま で 」 を 「  

 3,090 番 地 か ら  3,126 番 地 の ４ ま で 、  3,127 番 地 か ら  3,135 番 地 ま

で 、  3,136 番 地 か ら  3,193 番 地 ま で 、  3,194 番 地 か ら  3,200 番 地 ま

で 、  3,206 番 地 か ら  3,214 番 地 ま で 、  3,219 番 地 、  3,221 番 地 の ７

か ら 11 ま で 、  3,222 番 地 か ら  3,225 番 地 ま で 、  3,227 番 地 か ら 3,23  

3 番 地 の １ ま で 、  3,233 番 地 の ３ 、  3,233 番 地 の ４ 、  3,234 番 地 か
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ら  3,235 番 地 ま で 、  3,238 番 地 の ２ 、  3,238 番 地 の ３ 、  3,244 番 地

の ２ か ら ４ ま で 、  3,245 番 地 の １ 、  3,245 番 地 の ２ 、  3,246 番 地 か

ら  3,259 番 地 ま で 、  3,264 番 地 か ら  3,265 番 地 ま で 、  3,269 番 地 の

２ 、  3,270 番 地 の ３ 、  3,344 番 地 の １ か ら 11 ま で 」 に 改 め 、 「 、 下

飯 田 町  1,552 番 地 、  1,554 番 地 か ら  1,557 番 地 ま で 、  1,558 番 地 の

２ 、  1,558 番 地 の ４ か ら ８ ま で 、  1,559 番 地 の ２ か ら ６ ま で 、 1,57  

0 番 地 か ら  1,574 番 地 ま で 、  1,576 番 地 、  1,578 番 地 、  1,580 番 地

、  1,582 番 地 、  1,584 番 地 か ら  1,587 番 地 ま で 、  1,590 番 地 、 1,59  

1 番 地 、  1,593 番 地 、  1,595 番 地 か ら  1,616 番 地 ま で 、  1,618 番 地

か ら  1,624 番 地 ま で 、  1,626 番 地 か ら  1,630 番 地 ま で 、  1,638 番 地

か ら  1,642 番 地 の ２ ま で 、  1,642 番 地 の ４ 、  1,650 番 地 の ４ 、 1,65  

1 番 地 、  1,652 番 地 、  1,653 番 地 の 13 」 を 「 、 ゆ め が 丘 １ 番 地 か ら

33 番 地 ま で 」 に 改 め 、 同 部 中 和 田 南 小 学 校 の 項 中 「 １ 番 地 か ら 1,55  

1 番 地 ま で 、  1,558 番 地 の １ 、  1,559 番 地 の １ 、  1,560 番 地 か ら 1,  

569 番 地 ま で 、  1,625 番 地 、  1,633 番 地 か ら  1,637 番 地 ま で 、 1,64  

2 番 地 の ３ 、  1,643 番 地 か ら  1,650 番 地 の ３ ま で 、  1,653 番 地 の １

か ら 12 ま で 、  1,654 番 地 か ら 終 り ま で 」 を 削 り 、 「 、 10 番 」 の 次 に

「 、 ゆ め が 丘 34 番 地 か ら 73 番 地 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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市 選 挙 管 理 委 員 会  

 

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ８ 号  

   直 接 請 求 に 必 要 な 選 挙 権 を 有 す る 者 の 数  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 74 条 第 １ 項 、 第 75 条 第 １ 項

、 第 76 条 第 １ 項 、 第 80 条 第 １ 項 、 第 81 条 第 １ 項 及 び 第 86 条 第 １ 項 、

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31 年 法 律 第  162 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 並 び に 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 16 年

法 律 第 59 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 、 同 条 第 11 項 、 第 ５ 条 第 １ 項 及 び 同 条 第

15 項 の 規 定 に よ る 選 挙 権 を 有 す る 者 の 50 分 の １ の 数 、 ６ 分 の １ の 数

、 ３ 分 の １ の 数 及 び 総 数 の 80 万 を 超 え る 数 に ８ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

数 と 40 万 に ６ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と 40 万 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

数 と を 合 算 し て 得 た 数 は 、 次 の と お り で あ る 。  

   令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

                   横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会  

 50 分 の １ の 数         62,761 人  

 ６ 分 の １ の 数        523,005 人  

 ３ 分 の １ の 数        1,046,009 人  

 選 挙 区 ご と の ３ 分 の １ の 数  

  鶴 見 区        80,180 人  

  神 奈 川 区        68,668 人  

  西 区        29,210 人  

  中 区        40,531 人  

  南 区        55,806 人  

  港 南 区        60,435 人  

  保 土 ケ 谷 区        57,227 人  

  旭 区        68,705 人  

  磯 子 区        46,088 人  

  金 沢 区        54,983 人  

  港 北 区        99,671 人  

  緑 区        50,315 人  

  青 葉 区        85,810 人  

  都 筑 区        58,373 人  

  戸 塚 区        78,314 人  

  栄 区        34,588 人  

  泉 区        42,678 人  

  瀬 谷 区        34,434 人  

 総 数 の 80 万 を 超 え る 数 に ８ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と 40 万 に ６ 分 の

１ を 乗 じ て 得 た 数 と 40 万 に ３ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 数 と を 合 算 し て 得
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た 数            492,254 人  
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そ の 他  

 

                     健 生 支 第   1349  号  

                     令 和 ６ 年 ９ 月 25 日  

 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 各 位  

                      副   市   長  

   福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 事 務 に 関 す る 決 裁 準 則 の 制 定 に  

   つ い て の 一 部 改 正 に つ い て （ 依 命 通 達 ）  

 福 祉 保 健 セ ン タ ー 長 委 任 事 務 に 関 す る 決 裁 準 則 の 制 定 に つ い て （

平 成 14 年 １ 月 ４ 日 市 区 第  129 号 助 役 依 命 通 達 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 改 正 規 定 は 、

次 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 生 活 支 援 課 の 項 の 改 正 規 定 （ 生 活 保 護 に 関 す る 事 務 の 項 課 長 専

決 事 項 の 欄 中 16 号 を 加 え 、 同 項 15 号 か ら 36 号 ま で を ２ 号 ず つ 繰 り 下

げ る 部 分 に 限 る 。 ）  令 和 ６ 年 10 月 １ 日  

 別 表 生 活 支 援 課 の 項 中  

「  

生

活

保

護

に

関

す

る

事

務  

 (1)  法 第 24 条

第 1 項 に 規

定 す る 申 請

に よ る 保 護

の 開 始 に 関

す る こ と 。  

(2)  法 第 25 条

第 1 項 に 規

定 す る 職 権

に よ る 保 護

の 開 始 に 関

す る こ と 。  

(3)  法 第 26 条

の 規 定 に よ

る 保 護 の 停

止 及 び 廃 止

に 関 す る こ

と 。  

(4)  法 第 27 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 指

導 及 び 指 示  

(1)  法 第 ６ 条

第 ２ 項 に 規

定 す る 要 保

護 者 に 対 す

る 援 護 対 策

費 の 支 出 及

び 戻 入 並 び

に 収 入 及 び

戻 出 に 関 す

る こ と 。  

(2)  法 第 24 条

第 ８ 項 の 規

定 に よ る 通

知 に 関 す る

こ と 。  

(3)  法 第 24 条

第 ９ 項 に 規

定 す る 申 請

に よ る 保 護

の 変 更 に 関

す る こ と 。  

(4)  法 第 25 条  

(1)  「 保 護

費 」 に は

、 神 奈 川

県 社 会 保

険 診 療 報

酬 支 払 基

金 に 支 払

を 委 託 し

た 医 療 費

及 び 神 奈

川 県 国 民

健 康 保 険

団 体 連 合

会 に 支 払

を 委 託 し

た 介 護 扶

助 費 を 含

ま な い も

の で あ る

。  

(2)  「 援 護

対 策 費 」   



                     横 浜 市 報  定期第 178 号 令和６年９月25日 

61 

  に 関 す る こ

と 。  

(5)  法 第 28 条

第 １ 項 及 び

第 ５ 項 の 規

定 に よ る 報

告 の 請 求 、

調 査 及 び 検

診 命 令 並 び

に 保 護 の 開

始 及 び 変 更

の 申 請 の 却

下 並 び に 保

護 の 変 更 、

停 止 及 び 廃

止 に 関 す る

こ と 。  

(6)  法 第 62 条

第 ３ 項 及 び

第 ４ 項 の 規

定 に よ る 保

護 の 変 更 、

停 止 及 び 廃

止 並 び に こ

れ ら に 係 る

弁 明 の 機 会

の 付 与 に 関

す る こ と 。  

(7)  法 第 63 条

、 第 77 条 及

び 第 78 条 の

規 定 に よ る

費 用 等 の 返

還 及 び 徴 収

の 決 定 に 関

す る こ と 。  

 

第 ２ 項 に 規

定 す る 職 権

に よ る 保 護

の 変 更 に 関

す る こ と 。  

(5)  法 第 27 条

の ２ の 規 定

に よ る 相 談

及 び 助 言 に

関 す る こ と

。  

(6)  法 第 28 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 軽

易 な 報 告 の

請 求 、 調 査

及 び 検 診 命

令 に 関 す る

こ と ( セ ン

タ ー 担 当 部

長 専 決 事 項

に 係 る も の

を 除 く 。 )

。  

(7)  法 第 28 条

第 ２ 項 の 規

定 に よ る 報

告 の 請 求 に

関 す る こ と

。  

(8)  法 第 29 条

第 1 項 の 規

定 に よ る 資

料 の 提 供 等

に 関 す る こ

と 。  

(9)  法 第 30 条

か ら 第 37 条

の ２ ま で の

規 定 に よ る  

に は 、 法

第 70 条 第

1 号 か ら

第 ３ 号 ま

で の 規 定

に よ る 保

護 費 、 保

護 施 設 事

務 費 及 び

委 託 事 務

費 並 び に

同 条 第 ５

号 の 規 定

に よ る 就

労 自 立 給

付 金 を 含

ま な い も

の で あ る

。  

(3)  「 受 理

等 」 と は

、 第 三 者

行 為 被 害

届 等 の 受

理 及 び 実

地 調 査 等

並 び に こ

れ ら に 係

る 事 項 の

局 等 へ の

報 告 等 を

い う も の

で あ る 。  
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   保 護 の 実 施

に 関 す る こ

と 。  

(10)  法 第 48 条

第 ４ 項 の 規

定 に よ る 届

出 の 受 理 に

関 す る こ と

。  

(11)  法 第 55 条

の ４ 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 就 労 自 立

給 付 金 の 支

給 の 決 定 に

関 す る こ と

。  

(12)  法 第 55 条

の ５ 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 進 学 準 備

給 付 金 の 支

給 の 決 定 に

関 す る こ と

。  

(13)  法 第 55 条

の ６ の 規 定

に よ る 報 告

の 請 求 に 関

す る こ と 。  

(14)  法 第 55 条

の ７ 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 被 保 護 者

就 労 支 援 事

業 の 実 施 に

関 す る こ と

。  

(14) の ２  法 第

55 条 の ８ 第  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 178 号 令和６年９月25日 

63 

   １ 項 の 規 定

に よ る 被 保

護 者 健 康 管

理 支 援 事 業

の 実 施 に 関

す る こ と 。  

(15)  法 第 63 条

及 び 第 77 条

か ら 第 78 条

の ２ ま で の

規 定 に よ る

費 用 等 の 返

還 及 び 徴 収

に 関 す る こ

と 。  

(16)  法 第 70 条

第 １ 号 か ら

第 ３ 号 ま で

の 規 定 に よ

る 保 護 費 、

保 護 施 設 事

務 費 及 び 委

託 事 務 費 並

び に 同 条 第

５ 号 の 規 定

に よ る 就 労

自 立 給 付 金

及 び 進 学 準

備 給 付 金 の

支 出 及 び 戻

入 並 び に 収

入 及 び 戻 出

に 関 す る こ

と 。  

(17)  法 第 72 条

第 １ 項 及 び

第 ２ 項 の 規

定 に よ る 繰

替 支 弁 に 関

す る こ と 。  
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   (18)  法 第 76 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 遺

留 金 品 の 処

分 に 関 す る

こ と 。  

(19)  法 第 80 条

の 規 定 に よ

る 保 護 金 品

の 返 還 の 免

除 に 関 す る

こ と 。  

(20)  生 活 保 護

法 施 行 規 則

( 昭 和 25 年

厚 生 省 令 第

21 号 ) 第 22

条 の ２ の 規

定 に よ る 届

出 の 受 理 等

に 関 す る こ

と 。  

 

                             」  

 を  

「   

生

活

保

護

に

関

す

る

事

務  

 (1)  法 第 24 条

第 １ 項 に 規

定 す る 申 請

に よ る 保 護

の 開 始 に 関

す る こ と 。  

(2)  法 第 25 条

第 １ 項 に 規

定 す る 職 権

に よ る 保 護

の 開 始 に 関

す る こ と 。  

(3)  法 第 26 条

の 規 定 に よ

る 保 護 の 停  

(1)  法 第 ６ 条

第 ２ 項 に 規

定 す る 要 保

護 者 に 対 す

る 援 護 対 策

費 の 支 出 及

び 戻 入 並 び

に 収 入 及 び

戻 出 に 関 す

る こ と 。  

(2)  法 第 24 条  

第 ８ 項 の 規

定 に よ る 通

知 に 関 す る

こ と 。  

(1)  「 保 護  

 費 」 に は

、 神 奈 川

県 社 会 保

険 診 療 報

酬 支 払 基

金 に 支 払

を 委 託 し

た 医 療 費

及 び 神 奈

川 県 国 民

健 康 保 険

団 体 連 合

会 に 支 払

を 委 託 し   
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  止 及 び 廃 止

に 関 す る こ

と 。  

(4)  法 第 27 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 指

導 及 び 指 示

に 関 す る こ

と 。  

(5)  法 第 28 条

第 １ 項 及 び

第 ５ 項 の 規

定 に よ る 報

告 の 請 求 、

調 査 及 び 検

診 命 令 並 び

に 保 護 の 開

始 及 び 変 更

の 申 請 の 却

下 並 び に 保

護 の 変 更 、

停 止 及 び 廃

止 に 関 す る

こ と 。  

(6)  法 第 62 条

第 ３ 項 及 び

第 ４ 項 の 規

定 に よ る 保

護 の 変 更 、

停 止 及 び 廃

止 並 び に こ

れ ら に 係 る

弁 明 の 機 会

の 付 与 に 関

す る こ と 。  

(7)  法 第 63 条

、 第 77 条 及

び 第 78 条 の

規 定 に よ る

費 用 等 の 返  

(3)  法 第 24 条  

 第 ９ 項 に 規

定 す る 申 請

に よ る 保 護

の 変 更 に 関

す る こ と 。  

(4)  法 第 25 条  

 第 ２ 項 に 規

定 す る 職 権

に よ る 保 護

の 変 更 に 関

す る こ と 。  

(5)  法 第 27 条  

 の ２ の 規 定

に よ る 相 談

及 び 助 言 に

関 す る こ と

。  

(6)  法 第 28 条  

 第 １ 項 の 規

定 に よ る 軽

易 な 報 告 の

請 求 、 調 査

及 び 検 診 命

令 に 関 す る

こ と ( セ ン

タ ー 担 当 部

長 専 決 事 項

に 係 る も の

を 除 く 。 )

。  

(7)  法 第 28 条  

 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 報

告 の 請 求 に

関 す る こ と

。  

(8)  法 第 29 条  

 第 １ 項 の 規

定 に よ る 資  

た 介 護 扶

助 費 を 含

ま な い も

の で あ る

。  

(2)  「 援 護  

 対 策 費 」

に は 、 法

第 70 条 第

１ 号 か ら

第 ３ 号 ま

で の 規 定

に よ る 保

護 費 、 保

護 施 設 事

務 費 及 び

委 託 事 務

費 並 び に

同 条 第 5

号 の 規 定

に よ る 就

労 自 立 給

付 金 を 含

ま な い も

の で あ る

。  

(3)  「 受 理

等 」 と は

、 第 三 者

行 為 被 害

届 等 の 受

理 及 び 実

地 調 査 等

並 び に こ

れ ら に 係

る 事 項 の

局 等 へ の

報 告 等 を

い う も の

で あ る 。   
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  還 及 び 徴 収

の 決 定 に 関

す る こ と 。  

 

料 の 提 供 等

に 関 す る こ

と 。  

(9)  法 第 30 条

か ら 第 37 条

の ２ ま で の

規 定 に よ る

保 護 の 実 施

に 関 す る こ

と 。  

(10)  法 第 48 条

第 ４ 項 の 規

定 に よ る 届

出 の 受 理 に

関 す る こ と

。  

(11)  法 第 55 条

の ４ 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 就 労 自 立

給 付 金 の 支

給 の 決 定 に

関 す る こ と

。  

(12)  法 第 55 条

の ５ 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 進 学 ・ 就

職 準 備 給 付

金 の 支 給 の

決 定 に 関 す

る こ と 。  

(13)  法 第 55 条

の ６ の 規 定

に よ る 報 告

の 請 求 に 関

す る こ と 。  

(14)  法 第 55 条

の ７ 第 １ 項

の 規 定 に よ  
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   る 被 保 護 者

就 労 支 援 事

業 の 実 施 に

関 す る こ と

。  

(15)  法 第 55 条

の ８ 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 被 保 護 者

健 康 管 理 支

援 事 業 の 実

施 に 関 す る

こ と 。  

(16)  法 第 55 条

の 10 第 １ 項

の 規 定 に よ

る 子 ど も の

進 路 選 択 支

援 事 業 の 実

施 に 関 す る

こ と 。  

(17)  法 第 63 条

及 び 第 77 条

か ら 第 78 条

の ２ ま で の

規 定 に よ る

費 用 等 の 返

還 及 び 徴 収

に 関 す る こ

と 。  

(18)  法 第 70 条

第 １ 号 か ら

第 ３ 号 ま で

の 規 定 に よ

る 保 護 費 、

保 護 施 設 事

務 費 及 び 委

託 事 務 費 並

び に 同 条 第

５ 号 の 規 定  
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   に よ る 就 労

自 立 給 付 金

及 び 進 学 ・

就 職 準 備 給

付 金 の 支 出

及 び 戻 入 並

び に 収 入 及

び 戻 出 に 関

す る こ と 。  

(19)  法 第 72 条

第 １ 項 及 び

第 ２ 項 の 規

定 に よ る 繰

替 支 弁 に 関

す る こ と 。  

(20)  法 第 76 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 遺

留 金 品 の 処

分 に 関 す る

こ と 。  

(21)  法 第 80 条

の 規 定 に よ

る 保 護 金 品

の 返 還 の 免

除 に 関 す る

こ と 。  

(22)  生 活 保 護

法 施 行 規 則

( 昭 和 25 年

厚 生 省 令 第

21 号 ) 第 22

条 の ２ の 規

定 に よ る 届

出 の 受 理 等

に 関 す る こ

と 。  

 

 

                             」  

 に 、  

「  
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行

旅

病

人

及

行

旅

死

亡

人

取

扱

法

に

関

す

る

事

務  

  (21)  法 第 ２ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 行

旅 病 人 の 救

護 に 関 す る

こ と 。  

(22)  法 第 ３ 条

及 び 第 10 条

の 規 定 に よ

る 通 知 に 関

す る こ と 。  

(23)  法 第 ４ 条

及 び 第 11 条

の 規 定 に よ

る 行 旅 病 人

及 び 行 旅 死

亡 人 の 費 用

の 徴 収 に 関

す る こ と 。  

(24)  法 第 ５ 条

及 び 第 13 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 費

用 の 支 出 及

び 戻 入 に 関

す る こ と 。  

(25)  法 第 ７ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 行

旅 死 亡 人 の

記 録 並 び に

埋 葬 及 び 火

葬 に 関 す る

こ と 。  

(26)  法 第 12 条

の 規 定 に よ

る 行 旅 死 亡

人 の 遺 留 物

件 の 保 管 に

関 す る こ と  
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    。  

(27)  法 第 13 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 行

旅 死 亡 人 の

遺 留 物 品 の

売 却 に 関 す

る こ と 。  

(28)  法 第 14 条

の 規 定 に よ

る 行 旅 死 亡

人 の 遺 留 物

件 の 引 渡 し

に 関 す る こ

と 。  

 

                             」  

 を  

「  

行

旅

病

人

及

行

旅

死

亡

人

取

扱

法

に

関

す

る

事

務  

  (23)  法 第 ２ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 行

旅 病 人 の 救

護 に 関 す る

こ と 。  

(24)  法 第 ３ 条

及 び 第 10 条

の 規 定 に よ

る 通 知 に 関

す る こ と 。  

(25)  法 第 ４ 条

及 び 第 11 条

の 規 定 に よ

る 行 旅 病 人

及 び 行 旅 死

亡 人 の 費 用

の 徴 収 に 関

す る こ と 。  

(26)  法 第 ５ 条

及 び 第 13 条

第 １ 項 の 規  
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   定 に よ る 費

用 の 支 出 及

び 戻 入 に 関

す る こ と 。  

(27)  法 第 ７ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 行

旅 死 亡 人 の

記 録 並 び に

埋 葬 及 び 火

葬 に 関 す る

こ と 。  

(28)  法 第 12 条

の 規 定 に よ

る 行 旅 死 亡

人 の 遺 留 物

件 の 保 管 に

関 す る こ と

。  

(29)  法 第 13 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 行

旅 死 亡 人 の

遺 留 物 品 の

売 却 に 関 す

る こ と 。  

(30)  法 第 14 条

の 規 定 に よ

る 行 旅 死 亡

人 の 遺 留 物

件 の 引 渡 し

に 関 す る こ

と 。  

 

                             」  

 に 、  

「   

生

活

困

窮  

 (8)  法 第 ５ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 生

活 困 窮 者 自  

(29)  法 第 ５ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 生

活 困 窮 者 自  
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者

自

立

支

援

法

に

関

す

る

事

務  

 立 相 談 支 援

事 業 の 開 始

及 び 終 了 に

関 す る こ と

。  

(9)  法 第 18 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 住

居 確 保 給 付

金 の 不 正 利

得 の 徴 収 の

決 定 に 関 す

る こ と 。  

 

立 相 談 支 援

事 業 の 実 施

に 関 す る こ

と 。  

(30)  法 第 ６ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 生

活 困 窮 者 住

居 確 保 給 付

金 の 支 給 の

申 請 の 受 理

及 び 決 定 に

関 す る こ と

。  

(31)  法 第 ７ 条

第 １ 項 及 び

第 ２ 項 各 号

に 規 定 す る

事 業 の 利 用

調 整 に 関 す

る こ と 。  

(32)  法 第 12 条

第 ２ 号 の 規

定 に よ る 住

居 確 保 給 付

金 の 支 出 及

び 戻 入 並 び

に 収 入 及 び

戻 出 に 関 す

る こ と 。  

(33)  法 第 18 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 住

居 確 保 給 付

金 の 不 正 利

得 の 徴 収 に

関 す る こ と

。  

(34)  法 第 21 条

第 １ 項 及 び  
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   第 22 条 第 １

項 の 規 定 に

よ る 報 告 並

び に 物 件 の

提 出 及 び 提

示 の 命 令 等

、 質 問 並 び

に 必 要 な 文

書 の 閲 覧 及

び 資 料 の 提

供 の 請 求 に

関 す る こ と

。  

 

                             」  

を  

「  

生

活

困

窮

者

自

立

支

援

法

に

関

す

る

事

務  

 

 (8)  法 第 ５ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 生

活 困 窮 者 自

立 相 談 支 援

事 業 の 開 始

及 び 終 了 に

関 す る こ と

。  

(9)  法 第 18 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 住

居 確 保 給 付

金 の 不 正 利

得 の 徴 収 の

決 定 に 関 す

る こ と 。  

(31)  法 第 ５ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 生

活 困 窮 者 自

立 相 談 支 援

事 業 の 実 施

に 関 す る こ

と 。  

(32)  法 第 ６ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 生

活 困 窮 者 住

居 確 保 給 付

金 の 支 給 の

申 請 の 受 理

及 び 決 定 に

関 す る こ と

。  

(33)  法 第 ７ 条

第 １ 項 及 び

第 ２ 項 各 号

に 規 定 す る

事 業 の 利 用

調 整 に 関 す  
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 る こ と 。  

(34)  法 第 12 条

第 ２ 号 の 規

定 に よ る 住

居 確 保 給 付

金 の 支 出 及

び 戻 入 並 び

に 収 入 及 び

戻 出 に 関 す

る こ と 。  

(35)  法 第 18 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 住

居 確 保 給 付

金 の 不 正 利

得 の 徴 収 に

関 す る こ と

。  

(36)  法 第 21 条

第 １ 項 及 び

第 22 条 の 規

定 に よ る 報

告 並 び に 物

件 の 提 出 及

び 提 示 の 命

令 等 、 質 問

並 び に 必 要

な 文 書 の 閲

覧 及 び 資 料

の 提 供 の 請

求 に 関 す る

こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

                             」  

 に 、  

「  

そ

の

他  

  (35)  国 か ら の

通 知 等 の 規

定 に よ る 証

明 書 等 の 交

付 に 関 す る  
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   こ と 。 費 用

の 支 出 及 び

戻 入 に 関 す

る こ と 。  

(36)  横 浜 市 福

祉 保 健 セ ン

タ ー 長 委 任

規 則 に 定 め

る 費 用 の 徴

収 等 に 関 す

る 事 務 及 び

支 出 事 務 （

第 １ 項 か ら

第 ３ 項 ま で

に 定 め る 事

務 に 限 る 。  

） に 係 る 調

定 通 知 及 び

戻 出 命 令 並

び に 支 出 命

令 に 関 す る

こ と 。  

 

                             」  

 を  

「  

そ

の

他  

  (37)  国 か ら の

通 知 等 の 規

定 に よ る 証

明 書 等 の 交

付 に 関 す る

こ と 。 費 用

の 支 出 及 び

戻 入 に 関 す

る こ と 。  

(38)  横 浜 市 福

祉 保 健 セ ン

タ ー 長 委 任

規 則 に 定 め

る 費 用 の 徴

収 等 に 関 す  
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   る 事 務 及 び

支 出 事 務 （

第 １ 項 か ら

第 ３ 項 ま で

に 定 め る 事

務 に 限 る 。  

） に 係 る 調

定 通 知 及 び

戻 出 命 令 並

び に 支 出 命

令 に 関 す る

こ と 。  

 

                             」  

 に 改 め る 。  
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正 誤  

 

 令 和 ６ 年 定 期 第  170 号 １ ペ ー ジ 下 か ら ２ 行 目 「 徴 収 事 務 の 委 託 」

は 「 収 納 事 務 の 委 託 」 の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 定 期 第  170 号 60 ペ ー ジ 上 か ら ２ 行 目 「 徴 収 事 務 の 委 託 」

は 「 収 納 事 務 の 委 託 」 の 誤 り 。  


